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(57)【要約】
【課題】ＬＥＤドライバ個々の出力特性による調光電流
のばらつきを抑制することを目的としている。
【解決手段】ＬＥＤを点灯させる調光電流を出力するＬ
ＥＤドライバと、前記ドライバに供給するＰＷＭ信号を
、前記調光電流の値と前記ＰＷＭ信号のデューティ値と
の関係を示す補正データを用いて生成する制御部と、前
記補正データが格納された記憶部と、を有し、前記補正
データは、前記制御部により、前記調光電流が最大目標
値となったときの前記ＰＷＭ信号のデューティ値と、前
記調光電流が最小目標値となったときの前記ＰＷＭ信号
のデューティ値と、から算出される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤを点灯させる調光電流を出力するＬＥＤドライバと、
　前記ドライバに供給するＰＷＭ信号を、前記調光電流の値と前記ＰＷＭ信号のデューテ
ィ値との関係を示す補正データを用いて生成する制御部と、
　前記補正データが格納された記憶部と、を有し、
　前記補正データは、
　前記制御部により、
　前記調光電流が最大目標値となったときの前記ＰＷＭ信号のデューティ値と、前記調光
電流が最小目標値となったときの前記ＰＷＭ信号のデューティ値と、から算出されること
を特徴とするＬＥＤ照明用電源装置。
【請求項２】
　前記補正データは、
　前記ＬＥＤドライバの出力特性を示す直線を示すテーブルであることを特徴とする請求
項１記載のＬＥＤ照明用電源装置。
【請求項３】
　前記ＬＥＤドライバは、複数設けられており、
　前記制御部は、
　複数の前記ＬＥＤドライバに対応する補正データを算出し、
　前記記憶部は、
　複数の前記ＬＥＤドライバに対応する補正データを格納する請求項１又は２記載のＬＥ
Ｄ照明用電源装置。
【請求項４】
　前記制御部による前記補正データの算出の際に、外部装置から前記ＰＷＭ信号のデュー
ティ値を制御する制御信号を受け付ける通信部を有することを特徴とする請求項１乃至３
の何れか一項に記載のＬＥＤ照明用電源装置。
【請求項５】
　前記制御部は、
　前記外部装置から前記制御信号を受けて前記ＰＷＭ信号のデューティ値を調整し、前記
調光電流の値が最大目標値となったとき、前記最大目標値と、前記最大目標値と対応する
前記ＰＷＭ信号のデューティ値とを対応付け、
　前記調光電流の値が最小目標値となったとき、前記最小目標値と、前記最小目標値と対
応する前記ＰＷＭ信号のデューティ値とを対応付け、
　前記最大目標値と対応する前記ＰＷＭ信号のデューティ値と、前記最小目標値と対応す
る前記ＰＷＭ信号のデューティ値とから前記補正データを算出することを特徴とする請求
項４記載のＬＥＤ照明用電源装置。
【請求項６】
　前記ＬＥＤドライバから出力される調光電流が供給されるＬＥＤ照明と、
　請求項１乃至５の何れか一項に記載のＬＥＤ照明用電源装置と、を有するＬＥＤ照明装
置。
【請求項７】
　ＬＥＤを点灯させる調光電流を出力するＬＥＤドライバと、前記ドライバに供給するＰ
ＷＭ信号を生成する制御部とを有するＬＥＤ照明用電源装置による調光電流調整方法であ
って、
　外部装置から制御信号を受けて前記ＰＷＭ信号のデューティ値を調整し、前記調光電流
の値が最大目標値となったとき、前記最大目標値と、前記最大目標値と対応する前記ＰＷ
Ｍ信号のデューティ値とを対応付け、
　前記調光電流の値が最小目標値となったとき、前記最小目標値と、前記最小目標値と対
応する前記ＰＷＭ信号のデューティ値とを対応付け、
　前記最大目標値と対応する前記デューティ値と、前記最小目標値と対応する前記デュー
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ティ値とから、前記ドライバに供給するＰＷＭ信号のデューティ値を補正する補正データ
を算出し、
　算出した前記補正データを記憶部に格納することを特徴とする調光電流調整方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤを点灯させる調光電流を出力するＬＥＤ照明用電源装置、ＬＥＤ照明
装置及び調光電流調整方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）を用いた照明器具が普及しつつある。ＬＥ
Ｄは、従来の白熱灯や蛍光灯等と比べて寿命が長いという利点があるが、経年劣化による
光出力の低下や、ＬＥＤ個々の光出力のばらつきが生じる場合がある。
【０００３】
　そこで従来では、光出力の低下やばらつきの発生を排除する工夫がなされている。その
工夫の１つとして、例えば特許文献１には、照明装置の稼働前の初期状態において検出し
たＬＥＤの光出力、電圧値及び電流値に基づいて、ＬＥＤを点灯制御するための駆動電流
値を、基準となる光出力が得られる所定の値に補正する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２１０５８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来では、ＬＥＤを用いた照明器具を使用する場合、ＩＣ（Integrated Circuit）であ
るＬＥＤドライバからＬＥＤの光出力を調光する調光電流が供給されることが一般的であ
るが、調光電流の値には、ＬＥＤドライバ個々の出力特性によるばらつきが存在する。
【０００６】
　このため、ＬＥＤドライバ個々の出力特性によるばらつきがＬＥＤの光出力に反映され
ることになり、所望の光出力を得ることが困難である。
【０００７】
　開示の技術は、上記事情に鑑みてこれを解決すべくなされたものであり、ＬＥＤドライ
バ個々の出力特性による調光電流のばらつきを抑制することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成すべく、以下の如き構成を採用した。
【０００９】
　開示の技術は、ＬＥＤを点灯させる調光電流を出力するＬＥＤドライバ（１４０、１５
０）と、前記ドライバに供給するＰＷＭ信号を、前記調光電流の値と前記ＰＷＭ信号のデ
ューティ値との関係を示す補正データを用いて生成する制御部（１１０、１３０）と、前
記補正データが格納された記憶部（１２０）と、を有し、前記補正データは、前記制御部
により、前記調光電流が最大目標値となったときの前記ＰＷＭ信号のデューティ値と、前
記調光電流が最小目標値となったときの前記ＰＷＭ信号のデューティ値と、から算出され
ることを特徴とする。
【００１０】
　なお、上記括弧内の参照符号は、理解を容易にするために付したものであり、一例にす
ぎず、図示の態様に限定されるものではない。
【発明の効果】
【００１１】
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　開示の技術によれば、ＬＥＤドライバ個々の出力特性による調光電流のばらつきを抑制
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】ＬＥＤ照明用電源装置の構成の概略を説明する図である。
【図２】補正データを説明する図である。
【図３】補正データ生成システムにおけるコンピュータの処理を説明するフローチャート
である。
【図４】ＬＥＤ照明用電源装置の処理を説明するフローチャートである。
【図５】ＬＥＤ照明用電源装置の利用シーンの一例を説明する図である。
【図６】ＬＥＤ照明用電源装置におけるデューティ値の補正を説明するフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本実施形態のＬＥＤ照明用電源装置は、ＬＥＤへ調光電流を供給するＬＥＤドライバの
出力特性から、調光電流を生成するＰＷＭ信号のデューティ値の補正に用いる補正データ
を算出して保持し、ＬＥＤが接続された際に補正データに基づきＰＷＭ信号のデューティ
値を補正する。よって本実施形態によれば、ＬＥＤドライバ個々の出力特性による調光電
流のばらつきを抑制することができる。
【００１４】
　以下に、図面を参照して本実施形態のＬＥＤ照明用電源装置１００について説明する。
図１は、ＬＥＤ照明用電源装置の構成の概略を説明する図である。
【００１５】
　本実施形態のＬＥＤ照明用電源装置１００は、演算部１１０と、記憶部１２０と、タイ
マ部１３０と、ＬＥＤドライバ１４０、１５０と、通信部１６０と、を有する。また、本
実施形態のＬＥＤ照明用電源装置１００は、ＬＥＤ照明が接続される端子１７１、１７２
と、端子１８１、１８２と、を有する。
【００１６】
　本実施形態のＬＥＤ照明用電源装置１００は、演算部１１０及びタイマ部１３０により
、ＬＥＤドライバ１４０へ供給するＰＷＭ（pulse width modulation）信号Ｓ１と、ＬＥ
Ｄドライバ１５０へ供給するＰＷＭ信号Ｓ２と、を生成する。すなわち、本実施形態のＬ
ＥＤ照明用電源装置１００において、演算部１１０とタイマ部１３０は、ＰＷＭ信号Ｓ１
、Ｓ２の出力を制御する制御部の役割を果たす。具体的には、演算部１１０はＣＰＵ（ce
ntral processing unit）の一部である。
【００１７】
　ＬＥＤドライバ１４０は、端子１７１、１７２と接続されるＬＥＤ照明に対し、ＰＷＭ
信号Ｓ１に応じた調光電流を供給する。端子１７１、１７２と接続されるＬＥＤ照明は、
例えば出力する光の色が昼白色のＬＥＤ（以下、昼白色ＬＥＤ）照明である。
【００１８】
　ＬＥＤドライバ１５０は、端子１８１、１８２と接続されるＬＥＤ照明に対し、ＰＷＭ
信号Ｓ２に応じた調光電流を供給する。端子１８１、１８２と接続されるＬＥＤ照明は、
例えば出力される光の色が電球色のＬＥＤ（以下、電球色ＬＥＤ）照明である。
【００１９】
　本実施形態のＬＥＤ照明用電源装置１００は、後述する補正データ生成システム２００
を用いて生成した補正データが記憶部１２０に格納されている。本実施形態の演算部１１
０は、ＰＷＭ信号Ｓ１、Ｓ２を生成する際に、補正データを参照してＬＥＤドライバ１４
０、１５０に供給されるＰＷＭ信号Ｓ１、Ｓ２のデューティを決定する。
【００２０】
　尚、本実施形態のＬＥＤ照明用電源装置１００は、２種類のＬＥＤ照明に対して調光電
流を供給するものとしたが、これに限定されない。ＬＥＤ照明用電源装置１００は、例え
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ば１つのＬＥＤ照明に調光電流を供給しても良いし、３つ以上のＬＥＤ照明に調光電流を
供給しても良い。
【００２１】
　以下に、本実施形態の補正データ生成システム２００について説明する。
【００２２】
　本実施形態の補正データ生成システム２００は、ＬＥＤ照明用電源装置１００と、コン
ピュータ３００と、レベル変換装置４００と、電流計５００、６００と、負荷７１０、７
２０と、を有する。
【００２３】
　コンピュータ３００は、電流計５００、６００の測定値に応じて、レベル変換装置４０
０を介してＬＥＤ照明用電源装置１００に対してＰＷＭ信号Ｓ１、Ｓ２のデューティの変
更指示を行う。レベル変換装置４００は、コンピュータ３００とＬＥＤ照明用電源装置１
００との間で、信号の送受信を行う際に信号のレベルを変換する。具体的にはレベル変換
装置４００は、コンピュータ３００から送信された信号のレベルをＬＥＤ照明用電源装置
１００の通信部１６０に対応するレベルへ変換する。さらに、レベル変換装置４００は、
ＬＥＤ照明用電源装置１００の通信部１６０から送信された信号のレベルを、コンピュー
タ３００に対応するレベルへ変換する。
【００２４】
　電流計５００は、ＬＥＤ照明用電源装置１００から負荷７１０に供給される電流を測定
する。電流計６００は、ＬＥＤ照明用電源装置１００から負荷７２０に供給される電流を
測定する。
【００２５】
　本実施形態の負荷７１０は、例えば端子１７１、１７２に接続される昼白色ＬＥＤに相
当する負荷である。よって、負荷７１０に供給される電流は、昼白色ＬＥＤに供給される
調光電流に対応する。本実施形態の負荷７２０は、例えば端子１８１、１８２に接続され
る電球色ＬＥＤに相当する負荷である。よって、負荷７２０に供給される電流は、電球色
ＬＥＤに供給される調光電流に対応する。
【００２６】
　本実施形態の補正データ生成システム２００では、ＬＥＤ照明用電源装置１００に負荷
７１０、７２０を接続し、電流計５００、６００により、ＬＥＤドライバ１４０、１５０
のそれぞれから出力される調光電流を測定する。本実施形態の補正データ生成システム２
００では、コンピュータ３００により、ＬＥＤドライバ１４０、１５０から出力される調
光電流が予め設定された目標値となるように、ＬＥＤ照明用電源装置１００の演算部１１
０を制御する。
【００２７】
　ＬＥＤ照明用電源装置１００において、演算部１１０は、コンピュータ３００からの指
示に応じてＬＥＤドライバ１４０、１５０に供給するＰＷＭ信号のデューティ値を調整し
、調光電流が目標値となったときのＰＷＭ信号のデューティ値を記憶部１２０に保持する
。そして、本実施形態の演算部１１０は、調光電流の目標値とＰＷＭ信号のデューティ値
との関係から補正データを算出する。
【００２８】
　本実施形態では、補正データとして、ＬＥＤドライバ１４０、１５０のそれぞれの理想
的な出力特性を示すテーブルデータを算出する。
【００２９】
　以下に、図２を参照して本実施形態の補正データについて説明する。図２は、補正デー
タを説明する図である。本実施形態では、ＬＥＤドライバ１４０、１５０の何れにおいて
も、補正データの算出の仕方は同一であるため、図２では一例としてＬＥＤドライバ１４
０の補正データについて説明する。
【００３０】
　本実施形態では、補正データ生成システム２００により、ＬＥＤドライバ１４０の調光



(6) JP 2015-204144 A 2015.11.16

10

20

30

40

50

電流の最大目標値Ｉａと対応するデューティ値Ｄａと、調光電流の最小目標値Ｉｂと対応
するデューティ値Ｄｂとを求める。そして、ＬＥＤ照明用電源装置１００は、演算部１１
０により、最大目標値Ｉａ及びデューティ値Ｄａとの組み合わせ（すなわち図２に示す点
Ｐａの座標）と、最小目標値Ｉｂ及びデューティ値Ｄｂとの組み合わせ（すなわち図２に
示す点Ｐｂａの座標）とから、ＬＥＤドライバ１４０の出力特性の理想直線Ｌ１を求める
。
【００３１】
　本実施形態では、この理想直線Ｌ１を示すデータを補正データとする。本実施形態の補
正データは、例えば理想直線Ｌ１を示す式であっても良いし、理想直線Ｌ１上の点をプロ
ットした、調光電流の値とデューティ値との対応関係を示すテーブルデータであっても良
い。本実施形態の補正データは、ＬＥＤドライバ１４０、１５０のそれぞれに供給される
ＰＷＭ信号Ｓ１，Ｓ２のデューティ値と、調光電流の値との関係を示すデータであれば良
い。
【００３２】
　また、本実施形態では、ＬＥＤドライバ１４０の理想的な出力特性を理想直線Ｌ１とし
たが、これに限定されない。例えばＬＥＤドライバ１４０の理想的な出力特性は、曲線で
あっても良い。
【００３３】
　本実施形態の補正データ生成システム２００は、ＬＥＤドライバ１４０に、予め仕様等
で決められている調光電流の最大値Ｉｍａｘに対応するデューティ値Ｄｍａｘを設定する
。そして、補正データ生成システム２００は、電流計５００により測定される調光電流の
値に応じて、ＬＥＤ照明用電源装置１００におけるデューティ値を調整し、調光電流の値
がＩａとなるデューティ値を探す。
【００３４】
　また、本実施形態の補正データ生成システム２００は、ＬＥＤドライバ１４０に、予め
仕様等で決められている調光電流の最小値Ｉｍｉｎに対応するデューティ値Ｄｍｉｎを設
定する。そして、補正データ生成システム２００は、電流計５００により測定される調光
電流の値に応じて、ＬＥＤ照明用電源装置１００におけるデューティ値を調整し、調光電
流の値がＩｂとなるデューティ値を探す。
【００３５】
　本実施形態の補正データ生成システム２００では、ＬＥＤドライバ１５０に対しても同
様に、ＬＥＤドライバ１５０の調光電流の最大目標値Ｉｃと対応するデューティ値Ｄｃと
、調光電流の最小目標値Ｉｄと対応するデューティ値Ｄｄとを求める。そして、ＬＥＤ照
明用電源装置１００は、演算部１１０により、ＬＥＤドライバ１５０の出力特性の理想直
線を求める。
【００３６】
　以下に、本実施形態の補正データ生成システム２００において補正データを生成する際
のコンピュータ３００の処理と、ＬＥＤ照明用電源装置１００の演算部１１０の処理と、
について、それぞれフローチャートを参照して説明する。初めに、図３を参照してコンピ
ュータ３００の処理を説明する。
【００３７】
　図３は、補正データ生成システムにおけるコンピュータの処理を説明するフローチャー
トである。
【００３８】
　本実施形態の補正データ生成システム２００において、コンピュータ３００は、補正デ
ータの生成が開始されると、電流計５００で計測される電流値が最大目標値であるＩａ±
１［ｍＡ］以内であるか否かを判定する（ステップＳ３０１）。尚、ステップＳ３０１で
判断の基準となる電流値をＩａ±１［ｍＡ］としたが、これに限定されない。ステップＳ
３０１では、電流計５００で計測される電流値がＩａを中心とした所定範囲内であれば良
い。
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【００３９】
　ステップＳ３０１において、電流値がＩａ±１［ｍＡ］以内でなかった場合、コンピュ
ータ３００は、電流計５００で計測される電流値がＩａより大きいか否かを判定する（ス
テップＳ３０２）。ステップＳ３０２において、電流値がＩａより大きい場合、コンピュ
ータ３００は、ＬＥＤ照明用電源装置１００に対し、ＬＥＤドライバ１４０に供給される
ＰＷＭ信号Ｓ１のデューティ値を下げる指示を出力する（ステップＳ３０３）。すなわち
コンピュータ３００は、ＬＥＤ照明用電源装置１００に対し、負荷７１０に供給される調
光電流の値を小さくする指示を行い、ステップＳ３０１へ戻る。
【００４０】
　ステップＳ３０２において、電流値がＩａより小さい場合、コンピュータ３００は、Ｌ
ＥＤ照明用電源装置１００に対し、ＬＥＤドライバ１４０に供給されるＰＷＭ信号Ｓ１の
デューティ値を上げる指示を出力する（ステップＳ３０４）。すなわちコンピュータ３０
０は、ＬＥＤ照明用電源装置１００に対し、負荷７１０に供給される調光電流の値を大き
くする指示を行い、ステップＳ３０１へ戻る。
【００４１】
　ステップＳ３０１において、電流値がＩａ±１［ｍＡ］以内であった場合、コンピュー
タ３００は、ＬＥＤドライバ１４０から出力される調光電流が、最大目標値Ｉａとなった
ものと判定する。そして、コンピュータ３００は、ＬＥＤドライバ１５０から出力される
調光電流を最大目標値Ｉｃとする処理を開始する。
【００４２】
　ステップＳ３０１において、電流値がＩａ±１［ｍＡ］以内であった場合、コンピュー
タ３００は、電流計６００で計測される電流値がＩｃ±１［ｍＡ］以内であるか否かを判
定する（ステップＳ３０５）。尚、ステップＳ３０５で判断の基準となる電流値をＩｃ±
１［ｍＡ］としたが、これに限定されない。ステップＳ３０５では、電流計６００で計測
される電流値がＩｃを中心とした所定範囲内であれば良い。
【００４３】
　ステップＳ３０５において、電流値がＩｃ±１［ｍＡ］以内でなかった場合、コンピュ
ータ３００は、電流計６００で計測される電流値がＩｃより大きいか否かを判定する（ス
テップＳ３０６）。ステップＳ３０６において、電流値がＩｃより大きい場合、コンピュ
ータ３００は、ＬＥＤ照明用電源装置１００に対し、ＬＥＤドライバ１５０に供給される
ＰＷＭ信号Ｓ２のデューティ値を下げる指示を出力する（ステップＳ３０７）。すなわち
コンピュータ３００は、ＬＥＤ照明用電源装置１００に対し、負荷７２０に供給される調
光電流の値を小さくする指示を行い、ステップＳ３０５へ戻る。
【００４４】
　ステップＳ３０６において、電流値がＩｃより小さい場合、コンピュータ３００は、Ｌ
ＥＤ照明用電源装置１００に対し、ＬＥＤドライバ１５０に供給されるＰＷＭ信号Ｓ２の
デューティ値を上げる指示を出力する（ステップＳ３０８）。すなわちコンピュータ３０
０は、ＬＥＤ照明用電源装置１００に対し、負荷７２０に供給される調光電流の値を大き
くする指示を行い、ステップＳ３０５へ戻る。
【００４５】
　ステップＳ３０５において、電流値がＩｃ±１［ｍＡ］以内であった場合、コンピュー
タ３００は、ＬＥＤドライバ１５０から出力される調光電流が、最大目標値Ｉｃとなった
ものと判定する。そして、コンピュータ３００は、ＬＥＤドライバ１４０において、最大
目標値Ｉａと対応するデューティ値Ｄａと、ＬＥＤドライバ１５０において最大目標値Ｉ
ｃと対応するデューティ値Ｄｃと、を決定する指示をＬＥＤ照明用電源装置１００へ出力
する（ステップＳ３０９）。
【００４６】
　次に、コンピュータ３００は、電流計５００で計測される電流値が最小目標値であるＩ
ｂ±１［ｍＡ］以内であるか否かを判定する（ステップＳ３１０）。尚、ステップＳ３１
０で判断の基準となる電流値をＩｂ±１［ｍＡ］としたが、これに限定されない。ステッ
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プＳ３１０では、電流計５００で計測される電流値がＩｂを中心とした所定範囲内であれ
ば良い。
【００４７】
　ステップＳ３１０において、電流値がＩｂ±１［ｍＡ］以内でなかった場合、コンピュ
ータ３００は、電流計５００で計測される電流値がＩｂより大きいか否かを判定する（ス
テップＳ３１１）。ステップＳ３１１において、電流値がＩｂより大きい場合、コンピュ
ータ３００は、ＬＥＤ照明用電源装置１００に対し、ＬＥＤドライバ１４０に供給される
ＰＷＭ信号Ｓ１のデューティ値を下げる指示を出力する（ステップＳ３１２）。すなわち
コンピュータ３００は、ＬＥＤ照明用電源装置１００に対し、負荷７１０に供給される調
光電流の値を小さくする指示を行い、ステップＳ３１０へ戻る。
【００４８】
　ステップＳ３１１において、電流値がＩｂより小さい場合、コンピュータ３００は、Ｌ
ＥＤ照明用電源装置１００に対し、ＬＥＤドライバ１４０に供給されるＰＷＭ信号Ｓ１の
デューティ値を上げる指示を出力する（ステップＳ３１３）。すなわちコンピュータ３０
０は、ＬＥＤ照明用電源装置１００に対し、負荷７１０に供給される調光電流の値を大き
くする指示を行い、ステップＳ３１０へ戻る。
【００４９】
　ステップＳ３１０において、電流値がＩｂ±１［ｍＡ］以内であった場合、コンピュー
タ３００は、ＬＥＤドライバ１４０から出力される調光電流が、最小目標値Ｉｂとなった
ものと判定する。そして、コンピュータ３００は、ＬＥＤドライバ１５０から出力される
調光電流を最小目標値Ｉｄとする処理を開始する。
【００５０】
　ステップＳ３１０において、電流値がＩｂ±１［ｍＡ］以内であった場合、コンピュー
タ３００は、電流計６００で計測される電流値がＩｄ±１［ｍＡ］以内であるか否かを判
定する（ステップＳ３１４）。尚、ステップＳ３１４で判断の基準となる電流値をＩｄ±
１［ｍＡ］としたが、これに限定されない。ステップＳ３１４では、電流計６００で計測
される電流値がＩｄを中心とした所定範囲内であれば良い。
【００５１】
　ステップＳ３１４において、電流値がＩｄ±１［ｍＡ］以内でなかった場合、コンピュ
ータ３００は、電流計６００で計測される電流値がＩｄより大きいか否かを判定する（ス
テップＳ３１５）。ステップＳ３１５において、電流値がＩｄより大きい場合、コンピュ
ータ３００は、ＬＥＤ照明用電源装置１００に対し、ＬＥＤドライバ１５０に供給される
ＰＷＭ信号Ｓ２のデューティ値を下げる指示を出力する（ステップＳ３１６）。すなわち
コンピュータ３００は、ＬＥＤ照明用電源装置１００に対し、負荷７２０に供給される調
光電流の値を小さくする指示を行い、ステップＳ３１４へ戻る。
【００５２】
　ステップＳ３１５において、電流値がＩｄより小さい場合、コンピュータ３００は、Ｌ
ＥＤ照明用電源装置１００に対し、ＬＥＤドライバ１５０に供給されるＰＷＭ信号Ｓ２の
デューティ値を上げる指示を出力する（ステップＳ３１７）。すなわちコンピュータ３０
０は、ＬＥＤ照明用電源装置１００に対し、負荷７２０に供給される調光電流の値を大き
くする指示を行い、ステップＳ３１４へ戻る。
【００５３】
　ステップＳ３１４において、電流値がＩｄ±１［ｍＡ］以内であった場合、コンピュー
タ３００は、ＬＥＤドライバ１５０から出力される調光電流が、最小目標値Ｉｄとなった
ものと判定する。そして、コンピュータ３００は、ＬＥＤドライバ１４０において、最小
目標値Ｉｂと対応するデューティ値Ｄｂと、ＬＥＤドライバ１５０において最小目標値Ｉ
ｄと対応するデューティ値Ｄｄと、を決定する指示をＬＥＤ照明用電源装置１００へ出力
する（ステップＳ３１８）。
【００５４】
　次に、図４を参照し、ＬＥＤ照明用電源装置１００の処理を説明する。図４は、ＬＥＤ
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照明用電源装置の処理を説明するフローチャートである。
【００５５】
　尚、図４に示す処理は、全てＬＥＤ照明用電源装置１００の有する演算部１１０により
実行される処理である。
【００５６】
　本実施形態のＬＥＤ照明用電源装置１００において、演算部１１０は、補正データの生
成が開始されると、デューティ値をＤｍａｘとしたＰＷＭ信号Ｓ１、Ｓ２を生成し、ＬＥ
Ｄドライバ１４０、１５０のそれぞれに供給する（ステップＳ４０１）。続いて演算部１
１０は、通信部１６０からシリアルデータを受信したか否かを判定する（ステップＳ４０
２）。
【００５７】
　ステップＳ４０２において、シリアルデータを受信していない場合、演算部１１０は、
シリアルデータを受信するまで待機する。
【００５８】
　ステップＳ４０２において、シリアルデータを受信すると、演算部１１０は、受信した
シリアルデータが、ステップＳ３０４又はステップＳ３１３においてコンピュータ３００
から出力された指示か否かを判定する（ステップＳ４０３）。すなわち演算部１１０は、
シリアルデータが、ＰＷＭ信号Ｓ１のデューティ値を上げる指示か否かを判定する。
【００５９】
　ステップＳ４０３において、ＰＷＭ信号Ｓ１のデューティ値を上げる指示であった場合
、演算部１１０は、ＰＷＭ信号Ｓ１のデューティ値を上げ（ステップＳ４０４）、ステッ
プＳ４０２へ戻る。尚、本実施形態の演算部１１０は、所定の値ずつデューティ値を上げ
ても良い。例えば、ＰＷＭ信号Ｓ１のデューティ値が５０％であった場合、演算部１１０
は、デューティ値を上げる指示を受ける度に、デューティ値を５％ずつ上げても良い。
【００６０】
　ステップＳ４０３において、ＰＷＭ信号Ｓ１のデューティ値を上げる指示でない場合、
演算部１１０は、受信したシリアルデータが、ステップＳ３０３又はステップＳ３１２に
おいてコンピュータ３００から出力された指示か否かを判定する（ステップＳ４０５）。
すなわち演算部１１０は、シリアルデータが、ＰＷＭ信号Ｓ１のデューティ値を下げる指
示か否かを判定する。
【００６１】
　ステップＳ４０５において、ＰＷＭ信号Ｓ１のデューティ値を下げる指示であった場合
、演算部１１０は、ＰＷＭ信号Ｓ１のデューティ値を下げ（ステップＳ４０６）、ステッ
プＳ４０２へ戻る。尚、本実施形態の演算部１１０は、所定の値ずつデューティ値を下げ
ても良い。例えば、ＰＷＭ信号Ｓ１のデューティ値が５０％であった場合、演算部１１０
は、デューティ値を下げる指示を受ける度に、デューティ値を５％ずつ下げても良い。
【００６２】
　ステップＳ４０５において、ＰＷＭ信号Ｓ１のデューティ値を下げる指示でない場合、
演算部１１０は、受信したシリアルデータが、ステップＳ３０８又はステップＳ３１７に
おいてコンピュータ３００から出力された指示か否かを判定する（ステップＳ４０７）。
すなわち演算部１１０は、シリアルデータが、ＰＷＭ信号Ｓ２のデューティ値を上げる指
示か否かを判定する。
【００６３】
　ステップＳ４０７において、ＰＷＭ信号Ｓ２のデューティ値を上げる指示であった場合
、演算部１１０は、ＰＷＭ信号Ｓ２のデューティ値を上げ（ステップＳ４０８）、ステッ
プＳ４０２へ戻る。尚、本実施形態の演算部１１０は、所定の値ずつデューティ値を上げ
ても良い。
【００６４】
　ステップＳ４０７において、ＰＷＭ信号Ｓ２のデューティ値を上げる指示でない場合、
演算部１１０は、受信したシリアルデータが、ステップＳ３０７又はステップＳ３１６に
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おいてコンピュータ３００から出力された指示か否かを判定する（ステップＳ４０９）。
すなわち演算部１１０は、シリアルデータが、ＰＷＭ信号Ｓ２のデューティ値を下げる指
示か否かを判定する。
【００６５】
　ステップＳ４０９において、ＰＷＭ信号Ｓ２のデューティ値を下げる指示であった場合
、演算部１１０は、ＰＷＭ信号Ｓ２のデューティ値を下げ（ステップＳ４１０）、ステッ
プＳ４０２へ戻る。
【００６６】
　ステップＳ４０９において、ＰＷＭ信号Ｓ２のデューティ値を下げる指示でない場合、
演算部１１０は、受信したシリアルデータが、ステップＳ３０９又はステップＳ３１８に
おいてコンピュータ３００から出力された指示か否かを判定する（ステップＳ４１１）。
すなわち、演算部１１０は、シリアルデータがデューティ値Ｄｃ又はデューティ値Ｄｄを
決定する指示か否かを判定する。
【００６７】
　ステップＳ４１１において、デューティ値を決定する指示でない場合、演算部１１０は
、ステップＳ４０２へ戻る。
【００６８】
　ステップＳ４１１において、デューティ値を決定する指示でなる場合、演算部１１０は
、デューティ値ＤｍａｘのＰＷＭ信号を出力したか否かを判定する（ステップＳ４１２）
。より具体的には、演算部１１０は、ステップＳ４０２からステップＳ４１１の処理を行
った際に出力されていたＰＷＭ信号Ｓ１、Ｓ２のデューティ値がＤｍａｘであったか否か
を判定する。
【００６９】
　ステップＳ４１２において、デューティ値ＤｍａｘのＰＷＭ信号を出力した場合、演算
部１１０は、デューティ値をＤｍｉｎとしたＰＷＭ信号Ｓ１、Ｓ２を生成してＬＥＤドラ
イバ１４０、１５０のそれぞれに供給し（ステップＳ４１３）、ステップＳ４０２へ戻る
。
【００７０】
　本実施形態では、ステップＳ４１２においてデューティ値ＤｍａｘのＰＷＭ信号を出力
した場合、ＬＥＤドライバ１４０の調光電流の最大目標値Ｉａと対応するデューティ値Ｄ
ａと、ＬＥＤドライバ１５０の調光電流の最大目標値Ｉｃと対応するデューティ値Ｄｃと
、が決定されたことを意味する。
【００７１】
　ステップＳ４１２において、デューティ値ＤｍａｘのＰＷＭ信号を出力していない場合
、ＬＥＤドライバ１４０の調光電流の最小目標値Ｉｂと対応するデューティ値Ｄｂと、Ｌ
ＥＤドライバ１５０の調光電流の最小目標値Ｉｄと対応するデューティ値Ｄｄと、が決定
されたことを意味する。
【００７２】
　よって、本実施形態の演算部１１０は、補正データを算出する（ステップＳ４１４）。
より具体的には、演算部１１０は、縦軸を調光電流の値とし、横軸をデューティ値とする
出力特性において、点（Ｉａ，Ｄａ）と点（Ｉｂ，Ｄｂ）の２点から、ＬＥＤドライバ１
４０の出力特性の理想的な直線Ｌ１を算出する（図２参照）。また、演算部１１０は、点
（Ｉｃ，Ｄｃ）と点（Ｉｄ，Ｄｄ）の２点から、ＬＥＤドライバ１５０の出力特性の理想
的な直線を算出する。尚、ここで算出される補正データは、理想的な直線を示す式であっ
ても良いし、理想的な直線における調光電流の値とデューティ値とを対応付けたテーブル
データであっても良い。
【００７３】
　続いて演算部１１０は、算出した補正データを記憶部１２０に保存し（ステップＳ４１
５）、負荷７１０、７２０への調光電流の供給を停止させ（ステップＳ４１６）、処理を
終了する。
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【００７４】
　以上のように、本実施形態では、ＬＥＤ照明用電源装置１００に、ＬＥＤ照明を接続し
なくても、ＬＥＤドライバ１４０、１５０の出力特性による調光電流のばらつきを抑制す
る補正データを生成することができる。すなわち、本実施形態では、例えばＬＥＤ照明用
電源装置１００のみを製造する場合でも、ＬＥＤ照明の光出力に、ＬＥＤドライバ１４０
、１５０の出力特性による調光電流のばらつきの影響を反映させないようにすることがで
きる。
【００７５】
　以下に、図５、図６を参照し、ＬＥＤ照明用電源装置１００におけるデューティ値の補
正について説明する。図５は、ＬＥＤ照明装置として、ＬＥＤ照明用電源装置の利用シー
ンの一例を説明する図である。
【００７６】
　本実施形態のＬＥＤ照明用電源装置１００は、例えば受光モジュール５１と、ＬＥＤ照
明５２、５３と、が接続される。受光モジュール５１は、例えば赤外線リモコン５０から
送信される信号を受光し、ＬＥＤ照明用電源装置１００へ渡す。ＬＥＤ照明用電源装置１
００は、赤外線リモコン５０から送信された信号に基づき、ＬＥＤ照明５２、５３の光出
力を調整することで、ＬＥＤ照明５２、５３の明るさを調整できる。
【００７７】
　図６は、ＬＥＤ照明用電源装置におけるデューティ値の補正を説明するフローチャート
である。
【００７８】
　本実施形態のＬＥＤ照明用電源装置１００において、演算部１１０は、受光モジュール
５１を介して赤外線信号を受信すると（ステップＳ６１）、受信した信号を解析する（ス
テップＳ６２）。続いて演算部１１０は、解析結果から、ＬＥＤ照明５２、５３の明るさ
に対応する調光電流を出力するためのデューティ値を設定する（ステップＳ６３）。
【００７９】
　続いて演算部１１０は、記憶部１２０に保持された補正データを参照し、補正データに
おいて、出力すべき調光電流と対応するデューティ値を取得し、ステップＳ６３で設定さ
れたデューティ値を補正データから取得したデューティ値と一致するように補正する（ス
テップＳ６４）。
【００８０】
　続いて演算部１１０は、補正されたデューティ値に基づき、ＰＷＭ信号Ｓ１、Ｓ２を生
成する（ステップＳ６５）。ＬＥＤ照明用電源装置１００は、ステップＳ６５で生成され
たＰＷＭ信号に基づく調光電流をＬＥＤ照明５２、５３へ供給する（ステップＳ６６）。
【００８１】
　以上のように、本実施形態のＬＥＤ照明用電源装置１００では、出力すべき調光電流の
値が設定されたとき、補正データを参照し、調光電流の値と対応するデューティ値のＰＷ
Ｍ信号を生成する。したがって、本実施形態のＬＥＤ照明用電源装置１００では、ＬＥＤ
ドライバ１４０、１５０の出力特性による調光電流のばらつきを抑制できる。
【００８２】
　本実施形態では、ステップＳ６３で設定されたデューティ値を補正データから取得した
デューティ値と一致するように補正するようにし、補正されたデューティ値に基づき、Ｐ
ＷＭ信号Ｓ１、Ｓ２を生成するようにした（ステップＳ６３～Ｓ６５）。しかしこれに限
らず、補正データとして記憶部１２０にＬＥＤドライバ１４０、１５０のそれぞれの理想
的な出力特性を示すテーブルデータを格納し、演算部１１０は、記憶部１２０に格納され
たテーブルデータから直接、出力すべき調光電流と対応するデューティ値を取得し、ＰＷ
Ｍ信号Ｓ１、Ｓ２を生成するようにしてもよい。
【００８３】
　以上、各実施形態に基づき本発明の説明を行ってきたが、上記実施形態に示した要件に
本発明が限定されるものではない。これらの点に関しては、本発明の主旨をそこなわない



(12) JP 2015-204144 A 2015.11.16

範囲で変更することができ、その応用形態に応じて適切に定めることができる。
【符号の説明】
【００８４】
　１００　ＬＥＤ照明用電源装置
　１１０　演算部
　１２０　記憶部
　１４０、１５０　ＬＥＤドライバ
　２００　補正データ生成システム
　３００　コンピュータ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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